
東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金交付要綱 

 

 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、住宅用再生可能エネルギー設備等の普及促進を図るた

め、住宅用再生可能エネルギー設備等を設置する者に対し、予算の範囲内

において東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、東北町補助

金等交付規則（平成１７年東北町規則第５０号）に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）　家庭用燃料電池　燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成

され、ガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応

させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用するシステム設備をい

う。 

（２）　ＥＶ・ＰＨＶ充電設備　ＥＶ（電気自動車）・ＰＨＶ（プラグイ

ンハイブリッド自動車）の充電を行う設備をいう。 

（３）　Ｖ２Ｈ充放電設備　電気自動車及びプラグインハイブリッド自動

車等の蓄電・発電能力を活用して、屋内配線に給電を行う設備をい

う。 

（４）　住宅　自己の居住の用に供する戸建ての家屋をいう。ただし、借

家等は除くものとする。 

 

（補助対象設備及び補助金の額） 

第３条　補助金の交付対象となる設備等（以下「補助対象設備」という。）

及び補助金の額は、別表に定めるものとする。ただし、当該補助金の額

に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるもの

とする。 

 

（補助対象経費の範囲） 

第４条　補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、未

使用の補助対象設備の購入及び施工に要する経費（消費税及び地方消費税



を除く。）とする。その範囲は、設備本体、部材及び架台の購入、設置工

事に要する経費とする。 

 

（補助金の補助対象者） 

第５条　補助金の補助対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次

の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１）　町内に住所を有し、かつ、町内の住宅に居住すること。ただし、

新たに町内に住宅を新築又は購入する場合は、住宅を取得した後、

速やかに住所を有し居住すること。 

（２）　住宅又は住宅に付随する車庫等に補助対象設備を設置及び施工す

ること。 

（３）　住宅に同居する世帯全員に町税等の滞納がないこと。 

（４）　町が行うアンケート調査に協力できること。 

（５）　補助金の交付を受けた後、町の求めに対して、補助対象設備に係

る設置状況等を書類等により報告できること。 

 

（補助金の交付申請等） 

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助対象設備を設置及び施工する前に、東北町再生可能エネルギー設備導

入支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付

して、あらかじめ町長へ提出しなければならない。ただし、補助対象設備

の設置及び施工着工後又は完了した後に交付申請を行う場合については、

特に町長が認めた場合において、申請できるものとする。 

　（１）　補助対象設備の購入又は設置・施工に係る見積書及びその内訳書

の写し等 

　（２）　補助対象設備の形状、規格等が分かるパンフレット等 

　（３）　補助対象設備の設置又は施工場所を示す図面又は写真等 

　（４）　住民票の写し 

（５）　世帯全員の前年度の町税等の納税証明書 

（６）　同意書（様式第２号） 

　（７）　その他町長が必要と認める書類 

２　町長は、前項第４号及び第５号に規定する書類について、申請者から同

意書（様式第２号）の提出があったときは、当該書類の提出を省略させ公

簿等の閲覧により確認することができる。ただし、交付申請日の属する１

月１日時点で当町に住民基本台帳による住民登録がない場合は、１月１日

時点の住所地の市区町村が発行する納税証明書を提出するものとする。 



３　補助金の交付申請書の提出期限は、補助対象設備の設置及び施工完了し

た日の属する年度の３月３０日までとする。 

 

（補助金の交付決定） 

第７条　町長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査

し、補助金の交付の可否及び額を決定し、東北町再生可能エネルギー設備

導入支援事業費補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知

するものとする。 

 

（申請事項の変更等） 

第８条　交付決定の通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）が次の

各号に該当するときは、東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補

助金変更（取下げ）承認申請書（様式第４号）（以下「変更（取下げ）承

認申請書」という。）を町長に提出し、承認を受けなければならない。 

（１）　交付申請の内容に変更があったとき。 

（２）　補助金の交付申請を取り下げるとき。 

（３）　その他町長が必要と認めるとき。 

２　町長は、前項の規定により変更（取下げ）承認申請書の提出があった場

合は、その内容を審査し、申請内容が適当であると認める場合は、東北町

再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金変更（取下げ）承認通知書

（様式第５号）により申請者に通知するものとする。 

 

　（補助金の実績報告） 

第９条　交付決定者は、補助対象設備の設置及び施工が完了したときは、完

了後３０日以内又は交付申請日の属する年度の３月３１日のいずれか早

い日までに、東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補助金実績報

告書（様式第６号）に次の書類を添付して町長に報告しなければならない。 

（１）　補助対象設備の設置工事費用の領収書の写し 

（２）　補助対象設備の補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し 

（３）　補助対象設備の設置工事完了後の写真及び設置場所の案内図等

（４）　その他町長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１０条　町長は、実績報告を受けた場合において、その報告書の書類の審

査により、交付すべき補助金の額を確定し、東北町再生可能エネルギー設

備導入支援事業費補助金確定通知書（様式第７号）により交付決定者に通



知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１１条　交付決定者が、前条の規定により確定された補助金の額の交付を

受けようとする場合は、東北町再生可能エネルギー設備導入支援事業費補

助金交付請求書（様式第８号）を町長に提出しなければならない。 

 

（事務代行者） 

第１２条　申請者は、第６条及び第８条、第９条の規定に係る事務手続につ

いて、補助対象設備の設置又は施工する事業者（以下「事務代行者」とい

う。）に対して、事務手続を委任して代行させることができる。 

２　申請者は、前項の事務代行者に事務手続を委任させる場合は、事務委任

届（様式第９号）を町長に提出しなければならない。 

３　事務代行者は、申請者から依頼された事務手続を確実に実施するものと

する。 

 

　（管理） 

第１３条　補助金の交付を受けた者は、補助対象設備を減価償却資産の耐用

年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数（以

下「法定耐用年数」という。）を経過するまでの期間、善良なる注意をも

って管理し使用しなければならない。この場合において、交付を受けた者

は、天災地変その他交付を受けた者の責に帰することのできない理由によ

り、補助対象設備が損傷又は滅失したときは、その旨を町長に届出しなけ

ればならない。 

 

　（財産処分の制限） 

第１４条　補助金の交付を受けた者は、法定耐用年数の期間内において、補

助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保

（以下「処分」という。）に供しようとする場合は、あらかじめ財産処分

承認申請書（様式第１０号）を町長に提出し、その承認を受けなければな

らない。 

２　町長の承認を受けて財産を処分する場合には、法定耐用年数及び使用し

た期間に応じて、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 

（現況調査等） 

第１５条　町長は、補助金の交付に関して必要であると認めるときは、交付



決定者から報告を求め、又は調査を行うことができる。 

 

（交付決定の取消し等） 

第１６条　町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該

当するときは、 町長がやむを得ないと認める場合を除き、補助金の交付決

定を取り消すことができる。 

（１）　偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

（２）　この要綱に違反したとき。 

（３）　補助金の返還が相当であると町長が認めたとき。 

２　町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、東北町再生可

能エネルギー設備導入支援事業費補助金取消通知書（様式第１１号）によ

り補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１７条　町長は、前条の規定により交付決定の取消しをした場合において、

既に補助金が交付されているときは、東北町再生可能エネルギー設備導入

支援事業費補助金返還命令書（様式第１２号）により期限を定めて、当該

補助金の返還を命じるものとする。 

２　前項の規定により補助金を返還させる場合において、当該補助金の交付

決定額の全額を返還させるものとする。ただし、特別な事情により町長が

特に認める場合は、当該補助金の返還を命じないことができるものとする。 

 

（協力の依頼) 

第１８条　町長は、補助金の交付を受けた者に対し、必要に応じて補助対象

設備の稼働状況に関する情報提供、その他の協力を依頼することができる。 

 

　（その他） 

第１９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

 

　　　附　則 

 

　この要綱は、公布の日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

 



別表（第３条関係） 

 

 

 
区分 要件等

補助率及び 

補助金の額

 

ＥＶ・ＰＨＶ家庭用 

充電設備

（１）　自己の居住する住宅又は当該住宅に

付随する車庫等へ電気自動車等の家庭

用充電設備として、充電設備導入及び

設置工事に要する費用。 

（２）　ＥＶ・ＰＨＶに充電するための充電

設備導入及び単相交流電圧２００ボル

トコンセント工事等の費用。

補助対象経費の

３分の１以内と

する。ただし、補

助 金の上 限額

は、１０万円と

する。

 

Ｖ２Ｈ充放電設備

（１）　自己の居住する住宅又は当該住宅に

付随する車庫等へ電気自動車等の家庭

用充電設備として、充電設備導入及び

設置工事に要する費用。 

（２）　電動車両用電力供給システム協議会

規格「電気自動車用充電放電システム

ガイドラインⅤ２Ｌ　ＤＣ版」に基づ

く検定に合格していること。

補助対象経費の

１０分の１以内

とする。ただし、

補助金の上限額

は、１０万円と

する。

 

家 庭 用 燃 料 電 池

（ エ ネ フ ァ ー ム ）

（１）　自己の居住する住宅に高効率エネル

ギー設備として、燃料電池ユニット及

び貯湯で構成されたシステム設備の導

入及び設置工事に要する費用。 

（２）　定格運転時における定位発電量基準

（ＬＨＶ）の総合効率が８０％以上で

あること。

補助対象経費の

１０分の１以内

とする。ただし、

補助金の上限額

は、１０万円と

する。


